
石岡市告示第881号 

 

一般競争入札公告共通編（物品納入・役務の提供等）【事後審査型】 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６及び石岡市財務規則（平成17

年10月１日規則第56号）第121条の規定に基づき，物品納入・役務の提供等の一般競争

入札について必要な事項を以下のとおり公告する。 

 本公告は，入札に参加するための基本的な要件を標記したものであり，個々の業務概

要及び競争入札参加資格要件，並びにこの公告によらない特別の事由については，別に

公告する個別公告に記載する。 

 なお，この共通編は，令和７年11月11日以降に公告する一般競争入札（物品納入・役

務の提供等）【事後審査型】に適用する。 

 

 令和７年11月11日 

 

                      茨城県石岡市長  谷島 洋司   

 

１ 競争入札参加資格 

 入札における競争入札参加資格は，開札後に行う審査の時点において次の要件及び

個別の入札公告に指定された要件を全て備えている者とする。 

(1) 地方自治法施行令第167条の４第１項及び第２項の規定に該当しないこと。 

(2) 石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱（平成17年石岡市訓令第15号）

に基づく指名停止を受けていないこと。但し，指名停止期間は当該入札の審査日

を基準とする。 

(3) 石岡市建設工事暴力団等排除対策措置要綱（平成17年石岡市訓令第89号）に基

づく指名除外等の措置を受けていないこと。また，同要綱第５条に該当する行為

も禁止する。 

(4) 石岡市の市税が課税対象となっている場合，当該入札参加申請時に当該市税を

完納していること。但し，公告日現在で納期限が到来しているものに限る。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者（再生手続開始決定がなされ，競争参加資格の再認定を受けた者

を除く。）でないこと。 

 

２ 設計図書等の閲覧 

(1) 閲覧期間 公告日から個別の入札公告に指定する期日まで。 

(2) 閲覧方法 入札情報サービス（ＰＰＩ）よりダウンロードすること。 



 

３ 質疑及び回答 

(1) 質疑受付期間 公告日から個別の入札公告に指定する期日まで。  

(2) 質疑方法 質疑をする場合は，入札情報サービス（ＰＰＩ）又は石岡市ホ

ームページから様式をダウンロードし，個別に指定する電子メ

ール又はファクシミリ番号へ送信すること。送信後，個別に指

定する電話番号へ送信の確認をすること。なお，持参による提

出も認める。 

(3) 質疑提出先 個別の入札公告に定める。 

(4) 回答期間 公告日から個別の入札公告に指定する期日まで。 

(5) 回答方法 個別の入札公告に定める。 

 

４ 入札参加申請 

(1) 申請方法 電子調達システムによる。 

但し，電子調達システムによる申請がし難い場合には，「紙入札

方式参加届出書」を提出し，石岡市の承認を得た場合のみ参加

を認める。 

(2) 申請期間 個別の入札公告に定める。 

(3) 入札参加申請

時の添付書類 

電子契約確認書（必要事項を入力したもの）及び入札参加申請

前チェックリスト（内容を確認しチェックを入れたもの）の

Wordファイルを画像データ(TIFFファイル) に変換し，電子調達

システムにより提出すること。 

電子調達システムによる申請がし難い場合には，上記書類及び

紙入札方式参加届出書について，日本郵便株式会社（郵便局）

が扱っている郵便（一般書留又は簡易書留）による提出，電子

メールによる提出，若しくはファクシミリによる提出のいずれ

かの方法により提出すること。 

提出先  

郵便番号315-8640 

   茨城県石岡市石岡一丁目１番地１ 

石岡市 総務部 契約検査課 

電子メール keiyakukensa@city.ishioka.lg.jp 

ファクシミリ番号 0299-24-0324 

電話番号     0299-23-1111 

 

５ 入札方法等 



(1) 入札方法 電子調達システムによる。 

但し，電子調達システムによる入札がし難い場合は，書面によ

る入札書の提出（以下「紙入札」という。）ができる。提出方法

は，日本郵便株式会社（郵便局）が扱っている郵便（一般書留

又は簡易書留）による提出，若しくは持参による提出のいずれ

かの方法とする。 

また，紙入札の場合，石岡市が指定する様式「入札書（紙入札

用）」を使用し，「くじ番号」を記入のうえ，記名をすること。

「くじ番号」の記入が無かった場合には「000」として扱うもの

とする。 

(2) 入札書の受付

期間 

個別の入札公告に定める。 

(3) 紙入札の書類

提出先 

・郵便（一般書留又は簡易書留）による提出の場合 

郵便番号315-8640 

  茨城県石岡市石岡一丁目１番地１ 

石岡市 総務部 契約検査課 あて 

（ポストに投函はしないでください。郵便局の窓口にお出しく

ださい。） 

・持参による提出の場合 

 石岡市役所 本庁舎 ２階 

 石岡市 総務部 契約検査課 

※封筒の作成方法は別紙「封筒の入れ方」を参照。 

(4) 入札書の受付

期間終了までに

提出する書類 

電子入札・紙入札共通 

ア 誓約書（入札様式集よりダウンロードをすること。年度初

めの入札時に提出すること。一度の提出により，当年度内

における入札での提出は不要とする。また，複数の案件に

応札する場合でも，１枚の提出とする。）（※押印は不要） 

提出方法は，日本郵便株式会社（郵便局）が扱っている郵便

（一般書留又は簡易書留）による提出，電子メールによる提

出，ファクシミリによる提出，若しくは持参による提出のいず

れかの方法とする。 

(5) その他 ア 入札回数は１回とする。  

イ 紙入札による郵送方法は，「一般書留」，「簡易書留」のいず

れかによること。 

ウ 紙入札による入札書（添付書類含む）は，受付期間内に，

契約検査課に必着とする。 

エ やむを得ない事態が発生したときは，入札の執行を中止



し，又は延期するものとする。 

オ 入札者は，その提出した入札書の書換え，引換え又は撤回

することができない。 

カ 入札書には，入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契

約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 

  但し，上記に因らない場合は，個別の入札公告において定

める。 

 

６ 入札（開札） 

(1) 入札（開札）

日時 

個別の入札公告に定める。 

(2) 入札（開札）

場所 

個別の入札公告に定める。 

(3) 入札（開札）

の立会い 

開札の際の立会いを希望する場合は，「入札（開札）立会い希望

申請書」を総務部契約検査課へファクシミリで送信すること。但

し，立会いが出来るものは当該入札案件の入札参加者のみとす

る。 

申請書の提出期限は個別の入札公告に定める。 

ファクシミリ番号 0299-24-0324 

なお，会場の都合により，立会は１社１名とする。 

入札参加者が立会いできない場合は，地方自治法施行令第167条

の８第１項の規定により，当該入札事務に関係のない職員が立ち

会うこととする。 

(4) 入札結果の 

公表 

落札決定後（事後審査後）に，入札情報サービス（ＰＰＩ）にて

入札結果を掲載する。 

 

７ 落札候補者の決定方法 

(1) 開札後，落札決定を保留した上で，予定価格と最低制限価格の制限の範囲内で

最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。但し，最低制限価格を設定し

ていない案件については，予定価格以下で最低の価格の申込みをした者を落札候

補者とする。 

(2) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，電子くじに

より落札候補者を決定する。 

※いばらき電子入札共同利用＞F&A（よくある質問）＞電子入札システム【全般】

を参照 

 



 

８ 落札候補者の事後審査 

(1) 提出期間 落札候補者通知があった日の翌日午後３時まで（※但し，翌日が

土曜日，日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日の場合はその翌日とする。） 

(2) 提出書類 個別の入札公告に定める。 

(3) 提出方法 提出方法は，電子申請による提出，電子メールによる提出，ファ

クシミリによる提出のいずれかの方法とする。 

(4) 事後審査方法 提出された書類により審査する。 

 

９ 落札者の決定方法（事後審査型入札） 

(1) 競争参加資格を証明する書類により，落札候補者について競争参加資格の審査

を行う。 

(2) 競争参加資格審査の結果，競争参加資格があると認められたものを落札者とす

る。 

(3) 競争参加資格審査の結果，競争参加資格がないと認められた場合には，次点の

最低の価格の申込みをした者を落札候補者とし，この者につきあらためて競争参

加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。 

 

10 最低制限価格 

個別の入札公告において定める。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金 免除とする。 

契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならな

い。但し，次に掲げる場合においては，契約保証金の全部又は一

部を免除することができる。 

(1)契約の相手方が保険会社との間に，石岡市を被保険者とする

履行保証保険契約を締結しているとき。 

(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締

結したとき。 

(3)契約の相手方が過去２年間に石岡市，国（公社，公団を含む。）

又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を，

２回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり，

かつ，当該契約を確実に履行するものと認められるとき。 

 



12 入札の無効 

 以下に該当する入札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者としていた場合に

は，落札決定を取り消す。 

(1) 競争入札参加資格がないと認められた者の入札（明らかに入札参加資格要件を

満たしていない者がした入札は開札を行わず失格とする。） 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした者の入札 

(3) 談合等，公正な入札を害する行為又はその疑いが払拭できないとされた場合の

入札 

(4) 入札書が２通以上提出された入札 

(5) 入札時の添付書類に不備があった入札 

(6) 公表した予定価格を上回る金額での入札 

(7) 入札公告に定める期日までに契約検査課に到着しなかった入札書を提出した者

の入札 

(8) 入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札 

(9) 金額欄の不明確な記載及び訂正等をした入札 

(10) 紙入札の場合において，封筒（外封筒を除く）に件名の記載がない入札書を提

出した者の入札 

(11) 参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札 

 ア 資本関係において，親会社と子会社の関係にある場合 

 イ 資本関係において，親会社を同じくする子会社同士 

 ウ 人的関係において，一方の会社の役員が，他方の会社の役員を現に兼ねている

場合 

 エ 人的関係において，一方の会社の役員が，他方の会社の管財人を現に兼ねてい

る場合 

 オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

(12) 前各号のほか入札公告又は石岡市の契約に関する規則等の入札条件に違反した

入札 

 

 

 


